
令
和
三
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
九
号

発
電
用
太
陽
電
池
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
発
電
用
太
陽
電
池
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
た
め
に
施
設
す
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
前
項
の
電
気
工
作
物
と
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
及
び
事
業
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七

号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
物
件
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
等
の
防
止
）

第
三
条
　
太
陽
電
池
発
電
所
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
物
件
に
損
傷
を
与
え
る

お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
発
電
用
太
陽
電
池
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
又
は
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
は
、
同
項
中
「
太
陽
電
池
発
電
所
」
と
あ
る
の
は
「
発
電
用
太
陽
電
池
設
備
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も

の
と
す
る
。

（
支
持
物
の
構
造
等
）

第
四
条
　
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
支
持
す
る
工
作
物
（
以
下
「
支
持
物
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
施

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
自
重
、
地
震
荷
重
、
風
圧
荷
重
、
積
雪
荷
重
そ
の
他
の
当
該
支
持
物
の
設
置
環
境
下
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る

各
種
荷
重
に
対
し
安
定
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
規
定
す
る
荷
重
を
受
け
た
際
に
生
じ
る
各
部
材
の
応
力
度
が
、
そ
の
部
材
の
許
容
応
力
度
以
下
に
な

る
こ
と
。

三
　
支
持
物
を
構
成
す
る
各
部
材
は
、
前
号
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
を
満
た
す
設
計
に
必
要
な
安
定
し
た
品
質

を
持
つ
材
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
腐
食
、
腐
朽
そ
の
他
の
劣
化
を
生
じ
に
く
い
材
料
又
は
防
食
等
の
劣
化
防
止

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
材
料
で
あ
る
こ
と
。

四
　
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
支
持
物
の
接
合
部
、
支
持
物
の
部
材
間
及
び
支
持
物
の
架
構
部
分
と
基
礎
又
は
ア

ン
カ
ー
部
分
の
接
合
部
に
お
け
る
存
在
応
力
を
確
実
に
伝
え
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

五
　
支
持
物
の
基
礎
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
土
地
又
は
水
面
に
施
設
さ
れ
る
支
持
物
の
基
礎
部
分
は
、
上
部
構
造
か
ら
伝
わ
る
荷
重
に
対
し
て
、
上
部

構
造
に
支
障
を
き
た
す
沈
下
、
浮
上
が
り
及
び
水
平
方
向
へ
の
移
動
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
土
地
に
自
立
し
て
施
設
さ
れ
る
支
持
物
の
基
礎
部
分
は
、
杭
基
礎
若
し
く
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
直

接
基
礎
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
支
持
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
土
地
に
自
立
し
て
施
設
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
設
置
面
か
ら
の
太
陽
電
池
ア
レ
イ
（
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
及

び
支
持
物
の
総
体
を
い
う
。
）
の

高
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
は
、
構
造
強
度
等
に
係
る
建

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
土
砂
の
流
出
及
び
崩
壊
の
防
止
）

第
五
条
　
支
持
物
を
土
地
に
自
立
し
て
施
設
す
る
場
合
に
は
、
施
設
に
よ
る
土
砂
流
出
又
は
地
盤
の
崩
壊
を
防
止
す

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
害
等
の
防
止
）

第
六
条
　
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
十
九
条
第

十
三
項
の
規
定
は
、
太
陽
電
池
発
電
所
に
設
置
す
る
発
電
用
太
陽
電
池
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
発
電
用
太
陽
電
池
設
備
が
一
般
用
電
気
工
作
物
又
は
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
は
、
同
項
中
「
太
陽
電
池
発
電
所
に
設
置
す
る
発
電
用
太
陽
電
池
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
発
電
用
太
陽
電
池

設
備
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
施
設
し
、
又
は
施
設
に
着
手
し
た
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
三
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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